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 平成２９年第２回教育委員会会議録 

 

日  時  平成２９年２月２２日（水）午後２時３０分 開議 

場  所  尾道市教育会館２階 会議室 

署名委員  中司委員 

 

午後２時30分 開会 

 

○村井委員長 ただいまから第２回教育委員会定例会を行います。 

  本日の会議日程は、お手元に印刷配付のとおりです。 

  本日の会議録署名委員は中司委員をお願いいたします。 

  これより日程に入ります。 

  日程第１、業務報告及び行事予定を議題といたします。 

  業務報告及び行事予定のうち、重要な項目がありましたら、順次報告をお願

いします。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。それでは、庶務課に関します業務報告並び

に行事予定について御報告させていただきます。まず、業務報告ですが、２月

６日、本年度第２回目の総合教育会議を開催し、尾道市教育大綱について御議

論をいただいております。続きまして、議会の日程になってきますが、２月

15日に２月定例議会本会議が開会いたしました。なお、この日には先ほど申し

上げました尾道市教育大綱（案）と現在策定中でございます尾道教育総合推進

計画（案）について、市議会議員の皆様に案をお示しして説明会を開催いたし

ました。続きまして、16日木曜日ですが、予算特別委員会で平成28年度補正予

算について御議論をいただき、20日月曜日、本会議で議決、全会一致で御承認

をいただいたというところでございます。なお、20日には新年度予算について

市長から総体説明を行いました。次に、行事予定になりますが、今度は新年度

予算の絡みが主になってきます。３月２日、３日と市議会本会議で総体質問が

ございます。６日から９日までの４日間の予定で市議会予算特別委員会で新年

度予算について審議をいただく予定になっております。次回、教育委員会定例

会は３月23日を予定しておりますが、このタイミングで尾道教育総合推進計画

について最終の議決をいただく予定としております。よろしくお願いします。

以上です。 

○村井委員長 ありがとうございました。 

○安藤主幹（学校施設整備担当） 委員長、学校施設整備担当主幹。業務報告及



－2－ 

び行事予定について説明をさせていただきます。２ページをご覧ください。ま

ず、久保中学校屋内運動場の改築工事ですけれども、鉄骨の建方を１月28日か

ら２月７日にかけて行っておりまして、今後外壁、屋根ふき、内装工事を行う

予定です。次に、行事予定についてですが、記載のとおりです。以上です。 

○村井委員長 ありがとうございました。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。生涯学習課の業務報告並びに行事

予定を御報告いたします。３ページをご覧ください。業務報告ですが、１月

26日にメキシコオリンピック委員の方が３名、オリンピック事前合宿の視察に

尾道市へ訪れ、びんご運動公園、御調ソフトボール球場と宿泊施設を見学され

ました。オリンピックの事前合宿だけでなく、2019年、2018年にも合宿に来た

い旨の前向きな感想をいただきました。次に、行事予定でございますが、３月

12日に第33回尾道市子ども会駅伝大会がびんご運動公園で開催されます。 

  引き続きまして、図書館について順次指定管理者から報告のあった事業につ

きまして、中央図書館から各図書館について御報告いたします。４ページをご

覧ください。まず、中央図書館の業務報告については記載のとおりです。行事

予定につきましては、３月11日から18日に図書館の本を１人で借りたことがな

い子供に図書館の使い方や本の楽しさを伝えることを目的として、縫いぐるみ

が図書館にお泊まりしながら仕事を手伝ったり、探検したりする“ぬいぐる

み”おとまり会を行います。 

  ５ページをお開きください。みつぎ子ども図書館の業務報告については、記

載のとおりです。行事予定につきましては、２月24日に食育に関する子育て支

援の事業の読み聞かせを行います。瀬戸田図書館の業務報告、行事予定につき

ましては記載のとおりで。 

  ６ページをお開きください。因島図書館の業務報告につきましては、２月８

日から15日まで、特別整理期間として今年度の蔵書点検を行いました。行事予

定につきましては、２月25日から３月26日まで因島出身の絵本作家カザ敬子さ

んの絵本原画展を、２月26日は「絵本の中の子供の私、子供時代を過ごした因

島の思い出と絵本が出版されるまで」と題して講演会とサイン会を行います。 

  ７ページをお開きください。向島子ども図書館の業務報告、行事予定につき

ましては記載のとおりです。以上でございます。 

○村井委員長 ありがとうございました。 

○細谷因島瀬戸田地域教育課長 委員長、因島瀬戸田地域教育課長。因島瀬戸田

地域教育課の業務報告並びに行事予定を御報告いたします。８ページをご覧く

ださい。業務報告及び行事予定につきましては、いずれも記載のとおりでござ
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います。なお、業務報告には記載しておりませんが、公民館長と本年度予算及

び新年度予算に関する協議や事務連絡等、随時情報交換をしております。以上

です。 

○村井委員長 ありがとうございました。 

○宮本教育総務部長 委員長、教育総務部長。美術館の業務報告並びに行事予定

を尾道市立美術館から順次報告します。９ページをご覧ください。最初に、尾

道市立美術館について説明をさせていただきます。業務報告につきましては、

２月10日から19日まで第13回尾道市立大学美術学科卒業制作展を会期中無休で

開催し、2,115名の来館者があり、１日平均211名でございました。13回の卒業

制作展では今年度が最多となり、大盛況で幕を閉じることができました。 

  続きまして、行事予定でございます。２月25日から３月12日まで第17回絵の

まち尾道四季展を開催します。この展覧会は、四季折々の美しい景観を持つ尾

道をモチーフに描いていただく全国絵画公募展で、入賞作品などを展示しま

す。この展覧会につきましては、会期中無休で開催します。展覧会初日の25日

には、絵のまち尾道四季展の表彰式を美術館２階ロビーにおいて行います。 

  ３月18日から５月７日まで、特別展「招き猫亭コレクション猫まみれ」を開

催します。この特別展は、猫を愛する美術コレクター、招き猫亭のコレクショ

ンより、スタン、ビアズリーら西洋のが形が描いた猫や歌川国芳ら浮世絵の中

の猫、そして竹久夢二、レオナール・フジタ、椿貞雄、猪熊弦一郎ら近現代美

術の巨匠たちが描いた猫など、多彩な作品で構成する展覧会でございます。 

  また、特別展初日の３月18日には茅ヶ崎市美術館の月本寿彦学芸員により、

特別展記念講演会を行います。その翌日の19日には、美術館職員により、プラ

バンでつくるキーホルダーや自分だけの缶バッジを制作する猫づくりワークシ

ョップと、猫になって盛り上がりたい方のために「フェイスペイント、猫にな

ろう」を開催します。この特別展開催期間中の毎週日曜日に職員によるワーク

ショップやギャラリートーク等を展開していきます。 

  続いて、圓鍔勝三彫刻美術館におきましては記載のとおりでございます。 

  平山郁夫美術館につきましては、３月18日から５月21日まで、開館20周年記

念「平山郁夫、平和の祈り」を開催します。この展覧会は、平成９年の開館以

来、平山画伯の平和の祈りを伝えるための展覧会や絵画コンクールを初めとし

た様々な取組を行った集大成として、平和の祈りを込めた作品を中心に画伯の

業績を紹介するものでございます。以上でございます。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。学校経営企画課に係る業

務報告並びに行事予定について御報告いたします。10ページをご覧ください。
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まず、業務報告についてですが、１月25日水曜日、31日火曜日、前回も御報告

させていただきました新たな人事評価制度に伴う業績評価に係る校長面談を実

施しました。これで、尾道南高校を含む全ての小・中・高等学校の校長と面談

が終了しました。２月２日木曜日ですが、美木原小学校在校生保護者説明会、

３日には新入生保護者説明会を行いました。学校の経営方針や規定品、スクー

ルバスなどの説明を行いました。２月７日火曜日、小・中学校校長会がありま

した。２月８日水曜日、第２回尾道市広域行政通信制・単位制高等学校審議

会、師友塾の審議会を行いました。今回は、師友塾高校から学校廃止認可申請

が12月21日付で提出されたことから、学校廃止認可に係る事項と審議会として

の答申の内容検討が議事となりました。事務局から説明した後に、経営者側か

ら財政的な状況等について説明がありました。その後、委員からそれぞれの専

門的な立場で質問や意見があり、学校側が退席した後に学校廃止について審議

しました。３月１日には審議会の会長から市長に答申が提出されることとなり

ました。２月22日水曜日、本日ですが、学校経営サブリーダー研修会を行って

おります。今年度は２回教育委員会定例会と重なってしまいましたので、来年

度の日程については検討しなければいけないと思っております。 

  続いて、行事予定について御報告いたします。３月３日金曜日、小・中学校

校長会ですが、市議会本会議の日程が変更になったために重なってしまいまし

た。とはいえ、この時期ですから、校長先生方は集まって会議を行うというこ

とです。３月４日土曜日、５日日曜日ですが、北部４小学校の閉校式を行いま

す。それぞれの学校には歴史もあり、地域から学校がなくなることにはいろん

な思いがある中で、子供たちに適正な教育環境で学ばせてあげたいという思い

で決断していただいたと思っております。あと一週間ちょっとですが、学校と

丁寧に連携して進めていきたいと思っております。 

  ３月11日土曜日に中学校の卒業証書授与式、３月22日に小学校の卒業証書授

与式を行います。ただし、北部４小学校は３月15日に百島小学校は３月18日土

曜日に幼稚園の卒園式とあわせて行います。また、北部４小学校については、

現在の木頃小学校の施設を使うため、修了式を３月17日金曜日に行い、その後

施設整備を急ピッチで行っていくと聞いております。以上です。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。教育指導課に係る業務報告並びに

行事予定について御説明申し上げます。11ページをご覧ください。初めに、業

務報告です。２月６日月曜日、第２回研究主任研修会を実施いたしました。尾

道市先行研究モデル校である長江小学校、長江中学校による全体発表と、今年

度公開研究会を実施した13校のブース発表を行いました。どの学校もそれぞれ
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の研究テーマに沿った実践と検証結果を踏まえた今後の取組について、提案性

のある内容で発表いただき、参加者からは学校が作成した資料提供を希望した

り、具体的に実践を自校にも取り入れたいという声が聞かれ、研究主任の先生

方が主体的に授業改善に取り組もうとする意欲が伝わりました。補足ですが、

先日小学校で実施した尾道市学力定着実態調査の結果が届き、４年生、国語、

算数、理科、５年生、社会全てで全国平均を大きく上回ることができました。

これをはずみにし、今後も確実な学力定着に向けた取組を進めてまいります。

続いて、行事予定です。ここに記載しておりませんが、行事が１つ追加となり

ました。３月15日水曜日、第２回尾道市いじめ問題対策連絡協議会を開催する

こととなりました。以上でございます。 

○村井委員長 ありがとうございました。ただいまの御報告について、御意見、

御質問がございましたらお願いします。 

○中司委員 今、うれしい報告をいただきました。ありがとうございました。学

力調査の結果、小学校４年生、５年生、全国平均より大幅アップというような

こと、もう少し詳しく教えていただけるとありがたいのですが、よろしくお願

いします。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。結果ですが、昨年度まではほぼ全

国平均並みということが数年続いておりました。今年度は、全ての教科におい

て全国平均を大体３点から５点、領域ごとに違うのですけれども、３点から５

点程度上回るということになりました。今の４年生は１年生の段階から学力向

上対策事業を取り組んでいましたので、１年生からの取組の積み重ねというふ

うに私たちは捉えておりますが、これをきっかけにもっともっと全ての学校で

頑張れるような取組を進めていきたいと思っています。 

○中司委員 ありがとうございます。今、小学校のことは詳しくわかったのです

が、中学はどうなのでしょうか。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。中学校の市内の学力調査は、今年

度の４月に実施しております。結果については、全国学力基礎・基本定着状況

調査と同様、それほどよいという結果にはなっておりません。次回の調査を来

年度の４月に行う予定にしておりますので、その結果が待たれるところです。

以上です。 

○中司委員 先ほどの小学校の学力が上がった取組、何が一番効果的であったと

思われるでしょうか。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。詳細な分析は現在行っているとこ

ろですので、今ざっくりとした感想になりますけれども、昨年度ぐらいから、
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小学校３年生、４年生の内容がやはり途中から非常に難しくなる。その時期

に、なかなか学級が落ちつかなくなったり、あるいは学級によっては崩壊して

しまうようなこともあって、学習に集中できないようなこともこれまでありま

した。昨年度、今年と特に３年生、４年生について、全部含めてですが、まず

学級経営をしっかりやっていくということ、それから分数が出てきたり、ある

いは図形が出てきたときには、繰り返し丁寧な個別指導も含めた先生方の取組

というのを徹底してきたこと、ずっと言ってきた基礎・基本の徹底というとこ

ろを丁寧にやったことが一つ成果であったのではないかと考えています。詳し

い分析は結果を細かく見て御報告させていただきたいと思っています。 

○中司委員 はい。でも、とても成果が上がってよかったと思います。皆さんも

とてもまたこれからより一層熱心に取り組んでいただけるものと期待をしてお

ります。学力が向上することで一番いいことは、上の層というのはほっといて

も勉強する子ですけれども、下が実力をつけるということで、これはやはり生

きる力が全体にしみ渡るということでもあると思います。そのようなことを踏

まえて、より一層御指導よろしくお願いをいたします。大変ありがとうござい

ました。本当にうれしいです。 

○村井委員長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

  この間から、中学校で立志式、小学校で２分の１成人式がいろんな学校で行

われていまして、因島、瀬戸田のほうで御案内いただいたところはいくつか出

させてもらいました。子供がりりしいというのか、凛とした感じで保護者の人

も非常に感激して見られておったのがよかったと思います。何か御報告があれ

ばお願いします。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。現在、行っている２分の１成人式

や立志式は、かつて中学校全体で行っていた立志式がベースになっています。

当時は、形をきちんとつくっていくというところを力を入れていたけれども、

各学校での実施ということになってからは、やはりより一層中身の充実という

ことを図っています。各学校では、立志式や２分の１成人式で読み上げる中身

について、かなり丁寧に指導していただいていますので、子供たちはそのこと

に自信と誇りを持って当日を迎えることができているということがあると思い

ます。まだまだ十分な取組だとは我々は捉えておりませんので、これからもこ

のような子供の姿が市内全体で見られるように充実を図っていきたいと思って

おります。簡単ですが、以上です。 

○村井委員長 よろしくお願いします。よそのほうの市町の人に聞くと、やって

いる学校もあるけれども、それは学校に任せているということで、尾道市のよ



－7－ 

うに全体的にどこの学校でもやっているというところは少ないようで、非常に

いい試みだと褒めてもらいましたので、続けて充実させていってください。 

  それと、北部４校が閉校して、新しく学校が開校ということで、いろいろ御

準備大変のことと思いますが、何かございますか。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。今は、学校のほうとやり

とりをしながら、来賓をどの程度呼ぶであるとか、席順であるとか、そういっ

たことのやりとりをしております。学校によって、来賓席に座ってもらう人が

随分違うみたいなので、統一したことになっておりません。個別に学校ごとで

対応しているような状況です。 

○村井委員長 あともうちょっとですので、よろしくお願いいたします。 

  ほかにございませんか。 

○中司委員 一つございます。春に運動会をするところもありますので、ちょっ

と確認をしておきたいと思います。中国新聞の学校リスクの今という連載があ

りますけれども、そこで名古屋大学の准教授の内田良先生という方が指摘して

おられることをちょっと御紹介申し上げます。 

  運動会でピラミッド、子供たちが組み体操、かなり大きなものをつくってい

るところもあるそうですが、これは事故がとても多いということで多くの学校

が巨大組み体操をやめるという傾向にあるのだそうです。しかし、私去年体育

祭とか行ったときに、女の子も含めてやっている学校もありました。ですの

で、このような傾向を踏まえて、春の運動会以降、事故が多いということ、特

に首や腰、頭部や体幹部に重要な部位の負傷が目立つということが言われてお

りますので、どうぞ春の運動会、もう４月立ち上げるとすぐに準備を始めると

ころもあろうかと思われますので、このあたりの傾向というものをぜひぜひ学

校現場に伝えていただきたい。教育指導課のほうでは、このようなことの指導

は今なさっているのでしょうか。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。一昨年、こういったことが大きな

話題になったことを受けまして、昨年度の運動会におきましては、校長会を通

してピラミッドとかタワーといった大わざのあり方について、校長会でも話を

させていただきました。とりわけ、子供たちの体力が低下しているということ

も言われている中で、なかなか無理なことはできないということについて、こ

ちらからも話をさせていただきました。それを踏まえて、校長会とそれから各

学校の中で、種目についての見直しを図っていただきましたので、今現在は子

供たちの無理のない範囲で、しかもやはり子供たちが力を発揮してみんなで協

力して何かをつくり上げたという達成感を得られるような、そんな種目につい
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て工夫はしていただいていると捉えております。ただ、今おっしゃった御心配

のことについて、我々も継続して課題だと思っておりますので、来年度の運動

会に向けての指導については、今後早急に対応していきたいと思います。以上

でございます。 

○中司委員 重大な事故が起こってからでは遅いということがございますので、

このようなことの警告というのは重大なこととして受けとめていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。生涯学習課さんのほうで、子ども会の駅

伝大会があるという話がありました。いろんな学校に聞きましたら、子ども会

がそれぞれあって、子供会単位でいろんなスポーツ大会に出たりいろいろある

のですが、もう人数が少なくなってきて、学校単位のＰＴＡとの兼ね合いが難

しくなっているというふうな話も聞きますが、どのようなのでしょうか。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。子ども会がない地区もあるという

のは聞いておりますけれども、全体的にどうか、ちょっと今手元に資料を持っ

ていませんので、また次回お知らせしたいと思いますので、お願いします。 

○村井委員長 子ども会は、子供が活性化するように地域の人が応援しているの

でしょうけれど、ＰＴＡと別組織になっているので、うまく機能しているとこ

ろもあるし、なかなかどうも重なったり、同じ学校の中に３つ子ども会があっ

て、そのまとまりも難しいとかいろいろあるので、そこら辺が上手に動くよう

に、実態がどんなんか学校によっても違いますでしょうから、またよろしくお

願いします。ほかには。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○村井委員長 ないようでしたら、日程第１、業務報告及び行事予定を終わりま

す。 

  次に、日程第２、議案の審査に入ります。 

  議案第８号尾道市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案を一括して議

題といたします。提案理由の説明をお願いいたします。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。それでは、議案第８号尾道市教育委員会公

印規則の一部を改正する規則案について御説明させていただきます。議案集の

12ページをお開きください。この規則改正は、本年度末をもって閉校、閉園と

なる旧尾道北部の４小学校、３幼稚園の公印を廃止するとともに、平成29年４

月１日に開校する美木原小学校の公印を新調することにつきまして、教育委員

会の承認を求めるものでございます。13ページから15ページまでに規則の改正

案を、また16ページから18ページまでに新旧対照表を掲載しておりますので、
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御確認いただきたいと思います。以上、簡単ではございますが、説明とさせて

いただきます。御審議の上、御承認を賜りますようお願いいたします。 

○村井委員長 それでは、御質問、御意見がございますか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○村井委員長 ないようですので、これより議案第８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○村井委員長 御異議なしと認め、本案は全会一致で原案のとおり承認すること

に決しました。 

  以上で日程第２、議案の審査を終わります。 

  次に、日程第３、報告に入ります。 

  報告第１号平成28年度教育委員会補正予算要求書の報告をお願いいたしま

す。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。それでは、報告第１号平成28年度教育委員

会補正予算要求書について御説明いたします。議案集の19ページをお開きくだ

さい。先ほど業務報告の中でも申し上げましたが、このたびの補正予算につき

ましては、２月16日金曜日に開催された予算特別委員会で御議論をいただき、

20日月曜日に開催された本会議で既に議決をいただいております。事後報告と

なることをまず御了承いただきたいと思います。それでは、20ページをお開き

ください。このたびの補正予算で、増額又は減額をしました教育委員会にかか

わる予算についてお示しをさせていただいております。歳入では、660万

8,000円を増額し、対象費目の計は６億4,395万円となります。歳出では、１億

2,725万3,000円を減額し、対象費目の合計が25億4,163万円となります。この内

訳につきまして、21ページ以降に課ごとにお示しをさせていただいております

ので、この後各課長から主な内容について御説明させていただきます。それで

はまず、21ページ、庶務課について私のほうから御説明させていただきます。 

  主なものをピックアップして申し上げます。歳入ですけれども、国庫支出

金、国庫補助金、教育費国庫補助金、学校施設環境改善交付金は国が本年度補

正予算を組んだため、平成29年度で実施を予定しておりました高西中学校の屋

外トイレ改修や向東中学校の耐震工事、第２工区になりますが、これを前倒し

で実施をすることとし、400万9,000円増額をしております。繰入金、基金繰入

金、学校教育施設整備基金繰入金は、国の交付金対象とならない事業のうち、

比較的に金額の張る施設の修繕や工事の財源として充てるため取り崩すもので

すが、入札による執行残が生じたため、200万円減額するものです。その次の市
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債の増減につきましては、先ほど申し上げた入札の執行残や改修工事の前倒し

の実施ということで増減調整をさせていただいたものになります。 

  次に、歳出でございますが、中学校費、中学校管理費、中学校施設整備費で

は、先ほど申し上げました中学校施設の改修等に係る工事請負費として1,800万

円を増額をしております。同じく学校給食事務費では、中学校のデリバリー給

食の委託料につきまして、年間の利用率、平均40％を想定しまして予算を確保

しておりましたが、この利用率が20％余りであったため、4,455万円減額をして

おります。このほか、それぞれの費目につきまして過不足を調整し、補正をさ

せていただいております。庶務課については以上です。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。それでは、22ページの生涯学習課

につきましては私から説明いたします。歳入のほうから、主なものとしまして

は、市債、教育費、社会体育施設整備事業債の280万円の減額についてでござい

ますが、これは御調ソフトボール球場のＡ球場通路拡幅工事の執行額減による

市債の減額でございます。続きまして、社会教育施設整備事業債につきまして

は、東生口公民館建設事業、これは今年度と次年度の２カ年事業でございます

が、今年度契約を締結し、額が確定しましたので、今年度分について減額補正

するものでございます。 

  続きまして、歳出でございますが、公民館の公民館施設整備費につきまして

は、土生公民館、栗原公民館の耐震補強実施設計委託料の執行残、それから三

庄公民館太陽光発電設備等設置工事に係る執行残、合わせて984万9,000円、保

健体育費のスポーツ施設整備事業債につきましては、長者原スポーツセンター

の同じく太陽光発電設備等設置工事に係る入札残の減1,891万4,000円を減額す

るものでございます。主なものは以上でございまして、細かいことを一つ言え

ば、成人式事業、社会教育総務費の成人式事業費ですが、45万円減額となって

おりますが、成人式の記念品について、記念品を1,300人分用意していたのです

が、今年度から1,200分ということに数を減らしました。それから、会場設営

費、音響等も含めまして、そういったものが合わせて45万円の減額補正となっ

ております。ほかの事業につきましても、額が確定したことによる入札残の減

額補正でございます。以上です。 

○細谷因島瀬戸田地域教育課長 委員長、因島瀬戸田地域教育課。23ページをご

覧ください。因島瀬戸田地域教育課の歳入歳出の補正の説明をさせていただき

ます。歳入につきましては、使用料及び手数料でございますけれども、基本的

には各種施設、雨天が多かったということで、また昨年6月の豪雨による道路災

害のため、施設へ行けないということによる利用者数の減少等によりまして、
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歳入の減となっております。小学校建設事業債490万円のマイナスにつきまして

は、歳出、主には因島南小学校関連の整備費でございますけれども、その執行

残による減額でございます。 

  歳出につきましては、主だったところについては、小学校設備整備費がマイ

ナスの422万円とございますけれども、因島南小学校の防球ネット設置や、同小

学校の運動場周辺整備の執行残を減額するものでございます。主な減額要因は

こういったところを含めまして、620万1,000円の減額となっております。以上

でございます。 

○宮本教育総務部長 委員長、教育総務部長。美術館の補正予算の説明をさせて

いただきます。24ページをご覧いただきたいと思います。補正の主な内容とい

たしましては、美術館使用料の増額補正でございます。今年度１月末現在で、

既に入館者が４万3,000人を超えております。平成17年度以来の４万人超えとい

うことでございます。特に、６月25日から８月14日まで開催をされました岩合

光昭写真展ねこ展、こちらにつきましては、入館者が１万8,000人を超えまし

た。１日平均にしますと、409.2人ということで、非常に大勢の方に御来場いた

だいたということでございまして、そちらの入館料につきまして、増額補正を

させていただいています。合わせて、諸収入の雑入でございますが、こちらに

つきましても、今申し上げた岩合展の関連グッズ等の販売が非常に好調でござ

いました。そういったことで、174万8,000円の増額補正をさせていただいてお

ります。歳出につきましては、主に執行残ということで減額補正をさせていた

だいております。以上でございます。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。学校経営企画課の補正予

算について御説明いたします。25ページをご覧ください。まず、歳入について

ですが、国庫補助金、県支出金についてですが、学校統合に伴って遠距離通学

を余儀なくされた児童・生徒に対して、スクールバス等、国から補助金、県か

ら支出金があるというものでございます。学校統合してから５年間という期限

つきです。補助の対象は、小学校においては通学距離が４キロ以上の児童、中

学校においては６キロ以上の生徒です。国の補助率は上限２分の１、県の補助

率は国の補助を引いた残りの５分の１を上限としております。例年、国におい

ては上限２分の１の約55％位の補助があったわけですが、今年度は満額の補助

をいただいたということでの増額補正です。ついては、県からの補助は残りの

５分の１ということですから、残りが少なくなったための減額補正です。ちな

みに、県からも残りの５分の１、満額の補助がありました。 

  続いて、歳出についての御説明です。事業で言うと、一番上の学校教育運営
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費は臨時職員の賃金です。県費で払えない場合など、市費で対応するというこ

とになりますが、３月末まで見積もっても余る部分を減額補正しております。

それから、２番目の教育指導研究費については、非常勤講師の報酬ですが、同

様の理由です。その下の遠距離通学対策事業費ですが、小学校のほうは入札に

よる減額補正です。教育振興事業費（投資）については、学校統合に関連した

非常勤講師の報酬の減額と北部４小の統合前の交流バスについて入札による減

額を合わせた補正です。以上です。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。教育指導課に係る補正予算の説明

をいたします。26ページをご覧ください。教育指導課は全て減額補正です。歳

入の県補助金は、県の「山・海・島」体験活動の補助金について、実績額が当

初の予算を下回ったことが主な理由になります。 

歳出についてです。教育総務費のうち、事務局費、学校教育運営費の減額

は、主に特別支援教育支援員が予定人数の配置とならなかったこと、コンピュ

ーター機器等使用料の入札結果が予定価格よりも低かったことなどが上げられ

ます。また、就学援助費の支給額の減額については、デリバリー給食の支給額

が見込みを下回ったことなどが理由です。21世紀の学校づくり推進費のうち、

特に心と体育成費は市として特別支援教育支援員や生徒指導支援講師の未配置

による減額です。合計でおよそ2,502万円の減額となりました。以上です。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。尾道南高校ですが、歳出

のほうの50万円の補正ですが、これは光熱水費でございます。以上です。 

○村井委員長 ありがとうございました。今回の表は、各課ごとに歳入と歳出と

比較してわかりやすいような表にまとめていただいているので、ありがとうご

ざいました。それでは、この報告について御質問、御意見ございましたらお願

いいたします。 

○中司委員 この補正額は例年に比べてどうなのでしょうか。大きく変わってい

るところはありますか。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。全体をなべてということでは、十分認識が

できてないところもございますが、庶務課に関して言えば、デリバリーのとこ

ろの部分の減額、これが段階的に拡充をしていったという中で、予算規模も大

きくなった中での利用率の状況があるということで、今年度は大幅な減額にな

っておるという状況がございます。また、学校施設の建設工事等に係りまして

は、これは年によって状況は大きく変わりますので、状況に大きな変化という

点では状況が違うということで受けとめております。 

○中司委員 そのほかの課ではいかがでしょうか。大きく変わったところがある
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課だけ教えてください。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。学校経営企画課のほうの

歳入のほうの増額は、先ほど申し上げましたように、一番上の国庫補助金のほ

うが例年対象の55％ぐらいの補助しかなかったのが、今年度は満額いただいた

ということで、これはかなりありがたい増額でした。以上です。 

○中司委員 大きく変わったということの一番大もとになる理由は何なのです

か。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。わかりません。すみませ

ん。 

○中司委員 国の方針というのは、そんなにころころ変わるものなのですか。 

○瀬戸学校経営企画課長 請求はしているのですが、国の財政状況によってとい

うことだろうとは思いますが、詳しくはわかっていません。 

○中司委員 大きな数字の変わり、今回はすごくよかったわけですけれども、反

対の場合も起こり得るわけですよね。そのあたりは、やはり一貫していただき

たいという気がしますね。はい、ありがとうございました。そのほかの課では

いかがでしょうか。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。生涯学習課の三庄公民館と長者原

スポーツセンターで太陽光発電の設備等設置工事というのを前年度設計、今年

度工事ということで施行したのですが、どうも入札がすごく低い額で入ってい

まして、単年度事業なのですが、入札残がすごく出たというのが、多分太陽光

発電の設置が結構量が増えてきて、材料等がだんだん落ちてきたのかなという

気はしますけれど、明確な回答は持っておりません。 

○中司委員 いろいろな社会状況の変化というものがあるのでしょう。ありがと

うございます。ほかの課はいかがですか。 

○宮本教育総務部長 教育総務部長です。先ほど美術館につきましても説明申し

上げましたとおり、美術館の収入、歳入のほうは増額補正させていただくとい

うのが本当に異例のことだと思います。入館者が４万人を超えたというのも平

成17年以来ということもありますし、ここ近年では３万人を切っていたような

状況でございますので、このところは本当に大勢の方に来ていただいたという

ことでございます。リニューアルされて以降、見ましても、４万人を超えた年

というのは平成17年の前が平成15年、14年度のところが４万人超え、特にリニ

ューアルの翌年ですね。リニューアルをして丸々１年がたった初めての年にな

りますが、この年が７万人を超えておりました。この年が突出しているという

ことでありますけども、そのことを考えれば非常に今年度は大勢の方に御来場
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いただいたということだと思っております。 

○中司委員 その利用としては、やはり館長さん初め皆さんの御努力ということ

になるのでしょうか。 

○宮本教育総務部長 館長以下、職員も非常に努力をしております。これは直接

入館料へ影響してこない部分ではありますけども、入館無料の展覧会、こちら

については入口のほうに大きく無料ですよということも掲示したり、雨の日に

ついては外に出かけていって御案内をしたりということもしております。 

  もう一つ大きなこととしては、ツイッター、フェイスブックを通じて日々情

報発信するような取組もしておりますし、リツイートについても極力取り上げ

て載せていくというようなことで、情報の拡散が図られているというような取

り組みも非常に大きく貢献していると思っておりますし、オリジナルのグッズ

についても、美術館に足を運んでいただいたらそれを購入できるといったよう

なこともございまして、それまでお越しにならなかった方にも足を運んでいた

だくような取組も効果があったと思います。ただ、岩合展が非常に人気がござ

いましたので、なかなか同様の数字を今後というのは難しいのかなあという状

況ではございます。 

○中司委員 でも、本当にいろんな努力が積み重なってこのような結果が導き出

されたということで、一つの成功モデルということになるのではないかなと思

います。どうぞ、いろいろな場でこのようなことを生かしていただいて、特に

外に向けての情報発信力、これはもう本当に顕著に変わったという気がいたし

ますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

  今、ツイッターとそれからそういうリツイートしているようなところはほか

にあるのでしょうか、教育委員会の管轄内で。 

○宮本教育総務部長 他の施設ですか。 

○中司委員 はい。 

○宮本教育総務部長 済いません、ほかはちょっとないと思います。平山美術館

も独自のホームページをお持ちになっておられますけども、小まめな情報発信

で言えば、市立美術館のほうが随分小まめに発信をしているというふうには思

います。 

○中司委員 わかりました。情報化時代と言われて久しいんですけれども、市の

こういういろいろな美術館であるとか、しまなみ交流館であるとか、そういう

ところの発信はおくれていたわけですけれども、今回このような形ですぐ反応

が出ることの効果というのもやはり出ているような気がいたしますので、引き

続きどうぞ御努力をお願いいたします。そしてまた、ここまで持ってこられた
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美術館の方々に、ぜひ敬意を皆さんで表していただきたいと思います。ありが

とうございました。そのほかいかがですか。 

○細谷因島瀬戸田地域教育課長 委員長、因島瀬戸田地域教育課長。23ページに

なりますが、歳出の補正、一番下の因島運動公園管理事業費、これは補正して

おりません。本来なら、補正減額になるのでしょうけれども、29年４月にオー

プンいたします芝生広場がございます。多目的競技場の「こけら落とし」等を

新年度予定しておりますので、今年度中にいろいろな各種準備を残額で有効活

用させていただいているというのが今年度の特殊要因でございます。以上で

す。 

○中司委員 そのような形で、持ち越すということは可能なのですか。 

○細谷因島瀬戸田地域教育課長 要は、繰越ではなく、不用額としての予算を、

新年度早々の行事のために準備行為として有効活用しているものです。 

○中司委員 いろいろな形があるということですね。ありがとうございました。 

○村井委員長 先ほど、美術館が大変計画を上回る入館者数ということで、非常

にすばらしいと思います。大体、入館者数の減額補正がどこでも多い中で、美

術館さんは非常にすばらしいと思いました。以前の美術館の話題で入ったので

すが、グッズの販売が大変好調だと。けれども、グッズをつくるときに前のと

きに売ったお金の利益金の余ったお金で次をつくるから、そんなにたくさんの

ものがつくれない。それでまたつくって売っていくらか儲かったお金がある

と。それをもとにして、次のものをつくるということで、小林館長言われてい

ましたけれど、広島カープまがいのタオルとか、いろいろなものがすぐに売り

切れてしまったと。だから、予算組みの、どう言ったらいいかわからないけれ

ど、こういう収益で残ったお金で次をつくるというシステムでなくて、予算組

みをして、これはこれぐらいつくろうと、つくり過ぎてもまた困りますけれ

ど、そういうふうにしたら、もっと物も売れるし、来館者にも喜んでもらえる

ようなグッズが揃えられるのではないかと思いますので、ちょっと研究してい

ただけたらいいなと思います。 

○宮本教育総務部長 職員の努力もありますし、カープの関連でいうと、なかな

かカープ球団との関係もございまして、いろいろな制約もあります。今、手づ

くりのものが多くて、手づくりといいますか、数が少ないほうが希少性があっ

てという部分ももちろんありますので、多ければということがいいのか、次々

新しいアイデアでという取組のほうがいいのかという部分もありますので、な

かなか予算を確保しながらというのは非常に難しい部分もありますので、工夫

をしながらさせていただきたいと思います。ただ今回で言いますと、やはり岩
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合展の関連商品というのは非常に大きなものにつながりましたので、人気のあ

る展覧会というのも非常にそういった部分では大きな割合を占めていくという

ふうには思っております。引き続き、職員のアイデアがつながっていくような

取組を続けていけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 よろしくお願いします。 

○佐藤教育長 今の関連で、誤解があってはいけないので確認をしておかないと

いけない。私の認識は市の予算の外で収支を合わせながらやられていると思っ

ているので、今委員長が言われたのは、市の予算としてそういうものを組むべ

きではないかということなので、答弁がかみ合っていない。そこら辺の部分に

ついて、ちょっと答弁をしてもらえますか、答えられる範囲で。 

○宮本教育総務部長 はい。美術館で取り扱っていますショップの商品、それか

ら喫茶の売り上げというのがございますけども、そちらで利益が出た部分のほ

うは雑入という形で市に入れていただいていますので、特別会計といいます

か、別会計のような運営をしていますので、もともとそんなに大きな形で運用

ができていないというのが実情でございます。 

○佐藤教育長 委員長は、予算を組んでやるべきではないかという。 

○村井委員長 いや、そういうふうにやったら、もっと売れるけれども、そうい

うシステムができてないという、これについては。 

○宮本教育総務部長 そうです。 

○村井委員長 例えば、ここの観客の入館者の収入がトータルで1,100万円、グッ

ズの利益が300万円なのですよね。24ページ。1,100万円については、補正して

プラスになったとはいえ、予算組みをして何人きたらいくら入るという予算を

組んで立てている。グッズについては、別会計でやっているので、売れた分だ

けの収入を入れているということですけれど、割合からすると、入館者数が

1,100万円に対して、グッズの売り上げの利益が300万円ということになれば、

もっとそういう予算として考えてもいいのではないでしょうかね。３割ぐらい

ある。 

○佐藤教育長 委員長、教育長。基本的に、これも基本の考え方をどうするかと

いうことですので、市民の税金、浄財を使うわけですから、決して基本線とし

て赤を出してはいけない。このたび、たまたま黒だったという経過で、これま

では基本的にそこまでいっていないということですから、今委員長さんも言わ

れたことも踏まえて、市の予算の中でどういう形で盛り込んでいけるのかとい

うのは検討してまいりたいというふうに思います。 

○村井委員長 今、因島の囲碁記念館は管轄から外れたと思うのですが、囲碁記
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念館で本を売ったり、いろいろなお土産グッズを売っていますよね。あれは、

これと同じような感じになっているのでしょうか。 

○佐藤教育長 委員長、教育長。ちょっと申し訳ございませんけれども、今即答

をしません。またここで……。 

○村井委員長 いや、いいのです。だから、映画資料館でも物を売っているかど

うかよくわからないですけれど、入館者数は予算を立てる。あとはそうでない

と。入館予定者数も今まで100立てたのに70しかおらないから、30万円補正を組

むということで、入館収入というのがどこまで精査されて予算組みされていた

のかというのは非常に疑問に残るところです。それは、予算で立てておいて、

あと市民の税金を無駄遣いしたらいけないからというグッズの話がありました

けれど、それについて市民の税金を無駄遣いしないようにグッズの雑収入の予

算組みを精査しながらしていかないといけないというのであれば、入館者の収

入についても、もっとシビアに数字を見て予算組みされたほうがいいのでない

かと思います。 

○宮本教育総務部長 一つには、入館料そのものというのは行政財産の使用料と

いうことでございますので、これは当然に本来予算に上げて処理をすべきもの

ということになります。雑入で上げてまいります喫茶とかグッズの販売につき

ましては、本来行政ですべきかどうかという部分もございまして、基本的には

収益事業ということではなくて、サービスとしてやっている部分でございます

ので、費目が雑入というのもそういった意味のところで上がっております。 

  先ほど、教育長のほうもおっしゃっていただいたのですが、市の一般会計の

中で取り組んでいくことがふさわしいかどうかという部分ももちろんあります

し、そこが大きくなっていくことがどうかという中での取組になっていますの

で、十分な説明になりませんけども、歳入についてはどうしても上げていかな

いといけないということでございます。 

○村井委員長 私が前も言ったことがありますけども、例えば囲碁記念館ができ

たときに、新しいものをつくったので、これぐらい人が入ってくれないといけ

ないから大風呂敷を掲げたような計画を、入館者数を立てる。蓋を開けたら半

分しか入らない、半分減額補正した。来年度もまた減額補正したと、それが非

常に無責任な数字で計画を立てて、こんなものをつくりましたから、これぐら

い入らないといけないというような予算組みをしてやっている。市民の税金を

もっとちゃんと使わないといけないという発想からすれば、もっときっちりし

た計画を立ててほしいということ。さっきのグッズで、もっと予算を組んでや

れば売れる可能性があるのだったらやったらどうかという発想について、それ
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は市民の税金を使うのだから、いたずらにそういう予算を組んでいろいろなも

のをつくって売るというのはどうかというのは、ちょっと話が矛盾しているの

ではないかと思うので、入館者数を後で増えたり、減らしたりしても構わない

のだったら、入館グッズについても取り組みたいとスタッフが言うのだった

ら、そういう取組をするように考えられたらどうか、こういう提案ですので御

検討いただければと思いまして申し上げました。 

  補正予算案について、補正予算要求総括表について、いろいろ御審議、御意

見ありましたが、よろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○村井委員長 それでは、報告第２号平成29年度教育委員会当初予算要求書につ

いて報告をお願いします。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。報告第２号平成29年度教育委員会当初予算

要求書について御説明させていただきます。議案集28ページをお開きくださ

い。新年度予算案につきましては、２月20日月曜日に開催されました本会議に

おいて、市長が総体説明をさせていただいたところでございます。今後の予定

ですけれども、３月６日から９日までの間予定されております予算特別委員会

で御議論いただくことになります。資料29ページをご覧ください。教育委員会

にかかわります新年度予算の総括表をお示しさせていただいております。ま

ず、歳入ですけれども、前年度から１億2,748万1,000円を増額し、総額８億

3,817万9,000円でございます。歳出は、１億8,009万7,000円減額し、総額46億

4,116万3,000円でございます。30ページ以降に課ごとの内訳をお示しをしてお

ります。この後、各課の課長が主な内容について御説明させていただきますけ

れども、本年度、委員の皆様には尾道教育総合推進計画（案）について御議論

をいただいておりますので、主要なものについて、この計画に沿うような形で

作成をしております。別冊の資料、平成29年度予算尾道市教育委員会主要施策

事業と照らし合わせながら、ご覧をいただければと思っております。 

まず、資料30ページの庶務課でございますけれども、庶務課の集計で歳入の

総額が５億1,168万2,000円で、対前年比4,323万円の増額となります。歳出の総

額が22億7,113万5,000円で、対前年比9,835万2,000円の減額となります。主な

施策としましては、別冊の資料の17ページをご覧いただければと思いますが、

私からは、学校給食施設整備事業ということで御説明をさせていただきます。 

  申しわけございません。１点、修正をいただきたいと思います。一番下の

段、予算額のところでございますが、１億7,156万2,000円と明記しております

が、正しくは１億4,744万円でございます。訂正をお願いいたします。 



－19－ 

  新年度予算では、給食施設の衛生管理の徹底を期すため、給食室の床の改修

や側溝の整備などの修繕料として770万円、真空冷却機や消毒保管機などの導入

に係る備品購入費として1,240万円、また学校統合後の受け皿として開校する美

木原小学校に単独調理場を整備するための工事請負費や工事管理委託料として

560万円など、総額2,570万円をお願いしています。なお、この美木原小学校の

給食調理場整備事業につきましては、平成29年度と平成30年度の２カ年にまた

がる事業でありまして、平成30年度の債務負担行為として、別途１億650万円を

お願いしております。また、中学校給食の充実として、中学校デリバリー給食

に係る業務委託料など総額１億2,170万円をお願いしております。学校給食施設

整備事業については以上でございます。 

○安藤主幹（学校施設整備担当） 委員長、学校施設整備担当主幹。続いて、前

のページの16ページをご覧ください。学校施設整備関係について御説明しま

す。子供たちに安全・安心で良好な教育環境を提供し、充実した学校生活を過

ごせるよう、引き続き学校施設の整備を推進します。具体的には、16ページの

中ほどからごらんいただければと思うのですけれども、まず学校施設の耐震化

です。まず、耐震補強１棟ですけれども、これは先ほど補正予算での説明のと

おり、国の２次補正予算による交付金の内定がありまして、市の２月補正予算

で向東の中学校の校舎の耐震改修工事２期工事、これは外部のブレス等の補強

工事を行うような予定でおります。それから、改築工事、中学校２棟としまし

て、これは久保中学校の屋内運動場がまずあります。現在、改築工事中でし

て、８月末に完成の予定でありまして、その後建物の解体撤去、それからテニ

スコート場の移設工事などを行う予定でおります。そして、向島中学校の校舎

につきましては、現在これは基本実施設計中でありまして、平成29年度北校舎

の余裕教室の一部を改修しまして、職員室、保健室等、移転するような予定で

おります。これら事業費として、３億4,400万円余りをお願いしております。 

  それから次に、学校施設の老朽化対策としまして、栗原北小学校の校舎の外

壁、屋上防水工事、因北小学校の渡り廊下の改修、浦崎小学校の調整池が漏水

をしているということがありますので、調整池の改修、それから栗原中学校の

校舎の大規模改修に向けての実施設計の費用をお願いしております。 

  次に、北部幼稚園の統合事業としまして、このたび閉校する木ノ庄東小学校

の施設を木ノ庄東幼稚園の施設として活用することに伴い、既存校舎内のトイ

レを幼児用の用便器に改修するとともに、複合遊具の設置あるいは保育室用に

ということで、エアコンなどの費用をお願いしております。そして、旧土生幼

稚園の解体工事及び旧土生小学校並びに旧中庄幼稚園の解体工事設計もお願い
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をしております。以上、学校施設整備に係る維持、修繕、それから工事請負費

の費用として平成29年度６億6,440万円余りをお願いしております。以上です。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。生涯学習課、31ページをお願いし

ます。生涯学習施設では、平成28年度から29年度にかけての東生口公民館建設

事業、また田熊公民館の因島総合福祉保健センター１階へ移転、それから栗原

公民館の屋上防水改修、長江公民館と吉和公民館の耐震診断、それから浦崎公

民館の耐震補強とリフレッシュ工事、スポーツ施設では旧生口中にスポーツ施

設の設計、これは芝生化と体育館にかかわる設計でございます。それから、御

調ソフトボール球場の整備を実施することとしております。 

  歳入のほうで言いますと、前年に比べまして、7,500万円ほどの増額となって

おりますが、主に影響するのが一番下にあります、先ほども説明しました社会

教育施設整備事業債、これが約１億円位、9,000万円の増額でございますが、こ

れは東生口公民館の２年目の建設事業に係る起債でございます。その１つ上の

スポーツ振興事業債、今年は1,000万円、前年度は500万円となっております

が、トライアスロンへの実行委員会の負担金は昨年も今年も1,000万円を予定し

ておりまして、その財源が市債の前年度が500万円、プラス県の補助金が500万

円、昨年度の場合はありましたが、今年それがなく、全額起債の対象というこ

とにしております。 

  歳出につきましては、やはり主なものとしましては下の欄のほうの投資に係

る社会教育費の社会教育総務費、生涯学習センター整備事業費250万円とありま

すが、これは木ノ庄西小学校の跡地利用についての設計を考えております。図

書館費につきましては、これは前年度は修繕がございましたが、今年度は修繕

が終わりましてないということで、ゼロとなっております。公民館につきまし

ては、先ほど説明しました東生口公民館建設費が昨年度に比べまして9,000万円

ぐらいの増、それからその下の公民館施設整備費につきましては、長江、吉和

の公民館の耐震診断と栗原の公民館の防水工事等々があります。スポーツ施設

整備事業費につきましては、昨年度は太陽光発電のことで金額が膨らんでおり

ましたが、今年度は向島Ｂ＆Ｇの体育館の床のコーティングとか、御調ソフト

ボール球場の土の入れかえ等で2,100万円ということになっております。あと、

一番下のスポーツ推進事業費につきましては、これはトライアスロンの関係の

予算が1,110万円ということになっております。以上でございます。 

○細谷因島瀬戸田地域教育課長 委員長、因島瀬戸田地域教育課長。32ページを

ご覧いただきたいと思います。歳入歳出のうち、上部の歳入から御説明をいた

します。全体的に施設の利用団体数の減少傾向、管理施設の減少などから、収
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入につきましては若干減少という見込みを立てております。なお、先ほど申し

ましたが、因島運動公園使用料という欄が上から７行目にありますが、32万

9,000円の増でございます。一応、芝生広場である、多目的競技場が新たにでき

ますので、月３万円で年間36万円程度の使用料増額を見込んでおるものでござ

います。また、市債のところにつきましては、後ほど説明します事業を展開す

る起債の増ということになっております。 

  歳出でございますけれども、基本的には小・中学校を初めといたしました施

設管理費の経費が主になっております。中でも、主だった変更点のみを御説明

をいたします。上から４行目ですか、小学校の小学校管理費1,164万2,000円の

増になっております。これは、因北小学校の給水管が漏れているということ

で、全面やりかえを想定しておりまして、1,000万円の予算を組んでおります。

給水管敷設替えによる増でございます。次に、因島運動公園の管理事業費とい

う項目が下から６行目にございます。692万7,000円の増になっておりますけど

も、芝生関係の維持管理に500万円を超えるような経費がかかりますので、そう

いったものが増額要因になっております。次に、下から２行目、幼稚園費でご

ざいますけど、2,786万7,000円の増でございますが、これは旧土生幼稚園の解

体工事が2,700万円予定されておりまして、そういうものの増額要因でございま

す。一番下の保健体育費でございますけれども、これは1,780万円の増でござい

ますが、新たに旧田熊小学校の跡を田熊市民スポーツ広場として整備をしまし

たが、トイレ環境が脆弱であるということで、新しくトイレ整備をするための

1,900万円の予算計上をしていますので、1,780万円の増額ということになって

おります。全体的としては、歳出1,435万9,000円の減額でございます。以上で

ございます。 

○村井委員長 ありがとうございました。 

○宮本教育総務部長 委員長、教育総務部長。美術館の当初予算の御説明を申し

上げます。議案集の33ページをご覧いただきたいと思います。まず、歳入でご

ざいます。歳入につきましては、本年度の当初と大きく変動はしておりません

が、美術館使用料のほうが47万8,000円ほど減額になっております。これにつき

ましては、今年度と比べまして、新年度につきましては特別展が１回減りま

す。年間で申し上げますと、今年度５特別展ございましたが、新年度につきま

しては今年度末からのものを含めまして４と、４の特別展という予定にいたし

ております。そういったことで、歳入のほうは大きく変動しない、逆に減額と

いうような予算になっております。 

歳出のほうでございます。歳出のほうにつきましては、大きなところで申し
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上げますと、美術館費の職員人件費が1,000万円ほど前年当所と比較しますと減

額になっております。そして、美術館管理運営費のほうが逆に480万円ほど増額

となっております。こちらにつきましては、昨年当初予算では美術館館長を正

規職員のほうで人件費を計上しておりました。それを嘱託職員ということにい

たしましたので、嘱託職員報酬のほうが美術館管理運営費のほうに上がってい

くということで、トータルでは減額にはなっておりますけれども、その人件費

の持ちかえで増減が生じているということでございます。続いて、美術館事業

費のほうでございますけれども、こちら前年当初と比べますと、330万円ほど減

になっております。こちらにつきましては、先ほど特別展の回数が今年度と比

べると１回減ると申し上げました。その関係で、警備委託料、展覧会に配置を

します臨時職員の賃金、これが１回分少ないということで減額になってござい

ます。その下、総合文化施設管理費でございます。こちらが対前年で言います

と、110万円ほど減っております。こちらにつきましては圓鍔記念館の修繕箇所

が今年度と比較すると小さなものになっているということで減額になっており

ます。概要としては以上でございます。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。学校経営企画課に係る

29年度予算の説明をさせていただきます。歳出のほうを先にご覧ください。教

育費、小学校費、小学校管理費の遠距離通学対策事業費が昨年の当初予算に比

べて大きく増額をしております。これについては、御存じの美木原小学校の児

童の遠距離通学対策バスに関連した増額です。その３つ下に、中学校の遠距離

通学対策事業費としては、それほど額は変わっておりません。 

  歳入のほうにお戻りください。一番上のへき地児童生徒援助費等補助金です

が、昨年度の当初予算に比べて大きく増額しているのは、美木原小学校の児童

が対象として上がってくるということで増額をしておるということと、今年度

補助対象を満額いただいたというようなことも関連をしております。歳出の一

番上をご覧ください。学校教育運営費でございますが、学校の臨時職員の賃金

であるとか事務局の職員の旅費、校長会、教頭会の負担金の補助、そういった

ものです。ここまでは変わっておりません。今年度の新規で言うと、教務事務

支援員という教員免許を持たない臨時の事務職員を学校に配置することで教員

が本来行うべき業務に専念できるよう、５名分の予算をお願いしております。

資料の10ページをご覧ください。事業名を教職員が力を発揮できる環境を整備

する取組についてです。新規事業として今回上げさせていただいております

が、目的は教職員が持っている力を最大限に発揮し、生き生きと教育活動に取

り組むことができる環境を整備しますとしております。学校の業務改善につい
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ては、県の業務改善モデル校の指定を受けるなど取り組んでまいりました。そ

れぞれの学校において、熟議を実施するなど教職員のアイデアを生かしながら

校務の効率化と事務作業の軽減などにより、子供と向き合う時間の確保と教職

員のモチベーションの向上を図ってきました。県から業務改善モデル校の指定

を受けている学校においては、教員免許を持たない教務事務支援員という事務

職員を配置し、教員がより専門性を発揮できる環境を整備するということで、

今年度３名を配置していただいております。今回予算計上している教務事務支

援員は、単独市費での配置です。週当たり20時間の勤務時間として、５名を配

置する予定にしております。あわせて、４月から県立学校において実施する部

活指導の休養日も設定となっておりますので、これについても検討してまいり

ます。具体的には、平日１日の部活動休養日の設定とあわせて、定時退校日と

するというものです。また、土日のいずれかを部活動休養日として設定しま

す。以上です。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。教育指導課に係る当初予算の御説

明をいたします。35ページをご覧ください。まず、歳入ですが、県補助金のう

ち、来年度から「山・海・島」体験活動の補助が終了するということになって

おります。 

  歳出です。経常的経費につきましては、大きな変更はなく、前年度を若干下

回る予算となっています。人件費、各種委員会開催経費、ＡＬＴ招致費、学校

用パソコンに係る必要経費、学校保健費、就学援助費等を計上しており、児

童・生徒数や職員数並びに実態に応じてそれぞれが増額、または減額となって

おります。投資的経費につきましては、尾道教育未来プランに係る経費です。

このうち、学力向上推進費が増額になり、心と体育成費が減額になっているの

は主として特別支援教育支援員の配置について、心と体育成費から学力向上推

進費に持ちかえたことによるものです。その他、学校で行う研修費やふるさと

学習推進事業に係る費用については、来年度から学校から具体的かつより詳細

な計画に基づき、予算の積み上げを行って計上していただき、年度末にできる

だけ執行残がないというふうに工夫したところでございます。総額で前年度比

約1,108万円の減額となりました。以上です。 

○村井委員長 ありがとうございました。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。尾道南高校の予算につい

て御説明いたします。まず、歳入についてですが、一番上の高等学校使用料は

生徒の授業料です。３つ目の高等学校手数料は、受験のときの受験料でござい

ます。それから、その２つ下の定時制通信教育振興奨励費補助金は、生徒の教
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科書代の補助です。就労等の一定の基準を満たした生徒に対する教科書代につ

いて、県のほうから補助があるというものでございます。それから、その下の

土地建物貸付収入ですが、南高校にある自動販売機の設置についての収入でご

ざいます。55万1,000円ということで、企業のほうで入札をして決定したわけで

すが、もうほとんど寄附に近いような、それほど収入がないのにというふうな

ぐらいの感じで南高校としても捉えているところです。歳出についての上から

２つ目の高等学校管理運営費についてですが、非常勤講師であるとか、臨時の

養護教諭、校医の報酬であるとか、警備委託など様々なものがありますが、今

年度としては放送設備が非常によくないということで、来年度予算で見直しを

するというようなものと、ネットワークが非常によくない、いつ個人情報が漏

れてもおかしくないような状況であるという中で、そういったものについて改

修をするという予算です。以上です。 

○村井委員長 御質問、御意見ございましたらお願いいたします。 

○中司委員 各課とも、特筆すべき今年の予算についての何かこれは言いたいと

いうことがあればお願いいたします。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。庶務課については、先ほど別冊の資料の中

でも申し上げましたけれども、新しい計画の中にも位置づけさせていただいた

事業のところを学校給食と、それから施設整備という観点でお示しをさせてい

ただいたところでございます。デリバリー給食に関しては、先ほどの補正のほ

うでも少しお話をさせていただきましたが、今年度40％という想定の中で、大

きな減額をということにさせていただきました。そういう面で、多少新年度は

総額としては少な目の予算ということになっております。 

  また、学校施設の維持管理に関して言いますと、小学校、幼稚園が今回の統

合で数が少なくなってくるという状況がございます。こちらの施設の維持管理

等に要する費用は、当然のことながら、子供がいないわけですから低くなりま

すということで、査定の中で少し辛目の評価をされたというような状況が正直

ございます。ただ、新しい学校、美木原小学校であったり、特に木ノ庄東幼稚

園については、もう３月いっぱいが小学校として機能がある中で、４月から幼

稚園ということでございますので、今年度の債務負担行為も含めまして、３月

から４月にかけてトイレ等の改修もやっていきますし、新年度になりまして

も、遊具の設置であったり、預かり保育をしますので、エアコンの設置なども

含めて対応してまいりたいということで、この分については我々としては精い

っぱい予算をお願いしたという状況でございます。以上です。 

○中司委員 全体を取り巻く状況は大変よくわかりました。ありがとうございま
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した。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。生涯学習課では、特にこの事業が

と特にはないのですが、生涯学習、公民館等も含めまして、それと学習とスポ

ーツによる健康に視点を置いて、またこの１年も、オリンピックもあります

し、オリンピックがあるといっても先ですけれど、スポーツの機運の醸成と生

涯学習、公民館活動等で皆さんに出歩いていただいて、健康につながっていっ

たらと考えております。以上です。 

○中司委員 ありがとうございます。 

○細谷因島瀬戸田地域教育課長 委員長、因島瀬戸田地域教育課長。因島瀬戸田

地域におきましては、歳出の中に因島運動公園、先ほど芝生広場の件を御説明

いたしました。そのほか、平成７年に整備されたテニスコートが12面ございま

して、これを年次計画で改修をしております。平成27年度と28年度の２カ年で

６面改修しておりまして、来年度29年度に最後の６面を改修し終わりまして、

29年度末には、芝生広場、テニスコート及び野球場の、スポーツの拠点の環境

がそろうということになります。以上、情報提供でございます。 

○中司委員 ありがとうございました。 

○瀬戸学校経営企画課長 委員長、学校経営企画課長。アピールの場をもらった

と思って勇み足でしゃべってしまいました。 

○中司委員 いえいえ、もう本当にいろいろ意欲が皆さんおありで、いいと思い

ます。 

○瀬戸学校経営企画課長 先ほどの教務事務支援員の件ですが、今年度５名分の

予算をお願いしているところです。現在、今年度県費で３名の教務事務支援員

を配置いただいておりますが、配置している学校においては教員が自分の専門

性を発揮できる、子供たちのための時間を生み出すことができているであると

か、そういった成果について聞いております。人数について、増やしてもらい

たいと県へもお願いをしているところですが、前向きに検討しているというこ

とで回答をいただいているところです。来年度は、単独市費で配置をしていき

たいと思っているところですが、今後そういった成果も図りながら、例えばど

んな学校に配置したらいいのかと、効果が上がるのかと、そういったことも含

めて今後検討もしていきたいというふうに思っております。以上です。 

○中司委員 ありがとうございました。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。それでは、教育指導課にかかわっ

て、来年度の予算について重点もしくは新規事業で特に費目の新規もしくは持

ちかえを行ったところを御説明させていただきます。報告第２号関係資料の主



－26－ 

要施策事業の冊子をご覧になってください。まず、２ページでございます。国

際化・情報化への対応の推進ということで、来年度は国際交流推進事業に力を

入れてまいります。その中で、国際交流推進事業費として計上している費用に

つきましては、今年度台湾嘉義市との友好協定調印を行ったことをきっかけと

して、今後嘉義市を初めとする海外の学校との交流を盛んにしていくために増

額でお願いしているところでございます。 

  ３ページをご覧ください。特別支援教育を充実する取り組みとして、新しく

就学指導相談員をお願いしております。これは、現在指導主事が主に行ってい

る就学にかかわっている相談業務が年々増加し、この５年間で３倍に近い数に

なってきたということから、指導主事の本来の業務を確保することと、よりき

め細かい就学指導を行うことで、入学後の児童・生徒の適切な教育環境の確保

ということを目指しております。この相談員の費用を新しくお願いしていると

ころがポイントになります。 

  続きまして、７ページをご覧ください。生徒指導の推進につきましては、尾

道市としても大きな課題であるいじめや問題行動をなくす取組に力を入れてい

るところでございます。施策事業内容のいじめ・問題行動をなくすための取組

の四角の中の一番下に、スクールサポーターの活用というのを記入させていた

だいております。これは、主に警察のＯＢの方に学校のほうの対応をお願いし

まして、必要に応じて警察等との連携をスムーズに行う教職員をサポートする

ような役目を果たしていただくものです。これについては、特に費用について

新規でお願いしていないのは、今年度まで行っておりました生徒指導支援講師

の費用を持ちかえたということで、費用としては持ちかえということでの対応

というふうに考えております。主なものとしては以上でございます。 

○中司委員 ありがとうございました。 

○村井委員長 庶務課の課長さんに、中学校のデリバリー給食の予算が去年は

40％の予算を組んだけれども、20％しか利用がなかったので減額をして、大分

減額されたという話がありました、9,500万円になったと。今年度は、若干減ら

したという予算要求ですが、どれぐらいの普及率を考えられていますか。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長デリバリー給食の利用率については、毎回こ

の教育委員会定例会の際にもお示しをさせていただいて、現状をお示しさせて

いただいとるというところでございます。９月に新たに向島、因島地域の４校

を開始しまして、多少率が上がって、それでも約20％をちょっと超えるという

ような状況でございます。ただ、予算については、我々としては40％という中

で一応資料も作成もしまして、財務当局とは話をさせていただいたところです
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が、実は今日の午前中に学校給食会の理事会がございまして、その中でもデリ

バリー給食のことについてもいろいろ御意見もいただきました。その中でもお

示しをさせていただきましたけれども、本格的な部分については、議会とも御

意見をいただいている中で、全員喫食の部分であるとか、ランチボックスでの

提供の部分であるとか、ここらについては契約時期を一旦揃えさせてもらっ

て、その段階でどういうことができるかという大きな変革を検討させていただ

きたいと思っています。その中で、現状の中でどういったことができるのか、

例えばおかずが非常に冷たいということがございましたので、じゃあ試験的に

温かい汁物が提供できないかとか、例えば現場で学校のほうで温めて食すよう

なもの、例えばレトルト食品のようなカレーのようなものができないかという

ようなこともいろいろ内部では調整させていただいているところです。 

  これから、具体的に現在の受け手の方とどんなことからできるのかというと

ころも御議論もさせていただきながら、一気に全体にということではなしに、

試験的なところも含めていろいろなことを来年度についてはチャレンジをさせ

ていただきまして、その中で成果が上がるのかどうなのか、そういったことを

見きわめてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○村井委員長 何％を聞いている。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。率を具体的に申し上げるのが非常に難しい

ところではございますが、予算査定は今年同じ４割をということでお願いをさ

せていただいておりますので、目標数値としては４割というところにさせてい

ただきたいと思っています。 

○村井委員長 ２点申し上げます。１つは、ちょっと偉そうな言い方をさせても

らって失礼ですが、私、小学校や中学校の授業参観によく行かせてもらってお

ります。学校の先生が、子供が答えるときに、まず結論を言って、それはこう

こうこうだからですと、こういうふうに言いなさいという、そういう指導をさ

れております。それは大変よくわかりやすい答えの仕方だと、いい指導方法だ

と思っております。ですから、今度お答えいただくときには、そういう感じで

お答えいただくと大変ありがたいのでよろしくお願いいたします。ちょっと偉

そうな言い方をさせてもらいました。 

  それと、今40％の普及率を考えて予算組みをされているということでした

が、確か去年か一昨年の市議会で、40％か何％か知らないけれども、大きな数

字の普及率で予算を組んでいて、蓋を開けたら半分にも満たないではないかと

いうことで市議会でも何か御質問が出て、大変返事に窮したというような感じ

じゃなかったかと思うのですが、昨年度も40％をもくろんだけれども20しかで
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きなかった。そしたら、また40は、今課長さんがいろいろ累々と方針を述べら

れましたけれども、また同じ40％を立ててだめになるよりは、例えばもっと現

実的な数字を出されるのか、また去年がだめだけれど、今年も40％を立たれる

のなら、もうそれは絶対やるのだというような方針でやれるのか、そこら辺が

ちょっとお聞きしたいと思うのですが。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。40％という数字が非常にハードルの高い数

字であるというふうな受けとめはさせていただいている、それが現状分析する

限り正直なところだと思っています。過去の議会の答弁ということで言います

と、デリバリー給食を開始する前に保護者の皆様にアンケート調査をした結

果、50％程度の利用は見込めるのではないかというところで50％というものを

ベースに考えていたという状況でございます。先ほど申し上げましたように、

現状の中での40％、非常に難しゅうございますけれども、例えば先ほど申し上

げたいろんなことへの取り組み、そういったものになりますと、現状の契約と

はちょっと内容が異なってくるということもございますので、そういったもの

に対する追加的な試みの部分についても、この委託料の中で整理をしていかな

いといけないというのが現実問題としてあろうかと思います。そういう面で申

し上げますと、40％というのは現実達成するのは難しい数字かもわかりません

けれども、いろいろな試みもさせていただくという意味も含めまして、今回は

そういう予算づけをさせていただいたというふうに受けとめております。 

○村井委員長 だから、40％ぐらい出さないとちょっと体裁が悪いので40％とい

う数字を出されたのか、そうでなくて、40％は是が非でもやらないという信念

で40％と書かれたのか、今までの経緯を含めてそこら辺の考えをお聞きした

い。 

  先ほど、私が入館料の話をしましたけれども、囲碁記念館ができて、何億円

もお金をかけてもらったので、これぐらいの人間は入らないとちょっと体裁が

悪いでと法外な数字を書いたと、それは大分入ったのですけれども、その計画

の半分もいかないような数字だったので、大きな補正を組んだというふうに思

います。それと、前年度の数字を出したけれど、それほどまでいかなかったと

いうことがあったので、もっと本気でこれぐらいは入るだろうという収入面と

かいろいろな計画を立てるべきでないかということで、囲碁記念館のことを例

に出してお話をしたつもりなのです。先ほどのデリバリー給食の普及率につい

て、もっと精査して数字を出されるべきではないかと。それで、先ほどの昨年

度約１億4,000万円が9,500万円になったと。普及率が40％が20％なので、単純

に計算すると、普及率が半分なら経費が半分でもいいのではないかというふう
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な感じはするけれども、そうではない。１食当たりは割高になっているわけで

すから、そういう面も含めて、もっと現実的な数字を出して検討されるべきで

はないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。今、率の部分で半分なので予算的には半分

で済むのではないかという御意見もありましたが、デリバリー給食の委託料に

ついては、まず固定的な経費をお支払いする。これは、選択制を採用する中

で、実際にオーダーをとっていただき、給食費を集めていただき、率が多かろ

うが低かろうが、実際に配送業務をしていただいて配膳をしていただく、これ

は率に関係なく固定的にかかる経費でございますので、１校当たり月額30万円

から40万円、場所によって違いますけれども、これは固定的な経費としてお支

払いをするものがまず基礎としてございます。それに加えまして、食数に応じ

て加算をしていくというような形で、２本立ての契約になっています。正直な

ところ、現状で申し上げますと、３つに分けた契約が１つの業者さんが受け手

でおられますので、この食数の加算の部分を本来は別の契約であるものを一本

で計算をしていただいとるということで、安い算定の方法になっております。

新年度から契約、現状とすれば今の業者さんがお受けになるのが現実的かなと

は思いますが、新しい業者を選定するという形のステップを踏まないといけま

せんので、契約先が分かれる可能性もあるということも想定をして予算組みを

させていただく必要がございます。 

  それから、やはり現実的な現在の状況の中で、率をお願いをする、予算査定

をしていただく、それは一つの方法だと思いますし、財務のほうからもそうい

う御指摘もいただきました。ただ、我々としては現状の中でどういう改善がで

きるのかということも含めてやらせていただき、２年後につなげていきたいと

思っておりますので、我々としては今の現実の率で予算をお願いするというこ

とではなくて、４割でお願いをしたということでございます。 

○村井委員長 子供のテストの点を何点上げようというような計画というか、目

標を学校教育部さんのほうで出されていますが、それは例えばいくつ上げよう

というのだったら、そのためにはこういう施策をして上げようという具体的な

方針があって、それに基づいてやられていると思います。絵に描いた餅では計

画は何にもならない。デリバリー給食の件についても、40％でされるのが私は

理想だと思いますので、それならそのためにこういう施策をとるというものが

ないと、蓋を開けてみたらを20％でまた同じように補正予算を組むというので

は何のためにしているかわからなくなってしまうので、そこら辺をしっかりや

っていただきたいということです。 
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○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。御指摘のところは十分に留意をしながら、

事務を進めていただきたいと思います。ただ、先ほど申しましたとおり、現状

の枠組みの中でやらないといけないところ、そこでいただいている課題の部分

について大きく転換をする時期については、この年度でとは思っておりませ

ん。契約を一本化にさせていただきながら、その中でどういった改善、大きな

改善ができるかということを模索させていただく、そのための29年度、30年度

というのはつなぎの期間という受け止めをしております。以上です。 

○村井委員長 もうこれ以上言いませんけれど、そういういろいろ課長さんが専

門家の立場で考えても、もうこれ以上の手だては難しいと。それで最大限努力

したら、例えば30％しかいかない、それでも今年度は十分な目標だというのな

ら、僕は30％の計画を立てるべきであって、いや理想はこうだから40％立てな

いといけないというのは余りにも無責任な計画だと思うし、課長さんの40％と

いう計画に基づいて、他のスタッフも動かないといけないし、学校の先生もそ

のとおりいかないといけない。40％と書いているけれど、まあ今年はこういう

いろいろな事情があるから、30もやれば上等、今年よりも増えれば上等という

ふうなことで40％と書かれるのであったら、ついていく人がどうやったら良い

んかよくわからないし、余りにもちょっといいかげんになってしまうのではな

いかと私は思うのですが、どうでしょう。 

○宮本教育総務部長 委員長、教育総務部長。少し補足をさせていただきます。

最初にデリバリー給食を始めるに当たって、複数年の契約を結ぶということ

で、複数年の予算の確保をする必要がございました。これは支出になりますの

で、予算を超えてという契約が結べないということもございましたので、当初

は先ほど庶務課長が御説明申し上げたように、少し過大かもしれないけれど

も、常に利用したい方、それから時々利用したい方というアンケート結果に基

づいて50％という設定をさせていただいたのが50％の最初のところでございま

した。実際に始めてみましたところ、委員長がおっしゃられたとおりで、非常

に低迷している利用率だということがございました。いろいろな取組しなが

ら、20％ぐらいから少しずつ上がったり下がったりしながらということを繰り

返しておりますので、一つはいいものだということを思っておるのであれば、

勧める努力をしなさいということを委員さん方からも頂戴していますし、率を

上げていく、利用者を増やしていくという取組は引き続きしていかなければい

けないというのが我々の立場だと理解はしております。 

  もう一方で、予算ということですので、あまりに絞ってしまうと、利用者が

増えたときに委託料が支払えないということも生じかねませんので、そのあた
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りで少し50％より下げつつも、あまり下げ過ぎて現実が今20％だから20％でと

いう予算組みをしてしまいますと、予算執行ができないという問題が生じます

ので、少し委員長さんの御指摘からしますと、数字の設定の仕方が甘いのでは

ないかということかもわかりませんが、現実の数字と少し下げる数字の中で、

幾らか我々も努力をして上げていきたいという姿勢の中でいうと、少し上げた

ような数字で設定をせざるを得ないのかなというのが40％の数字だと御理解い

ただけたらありがたいです。 

○村井委員長 はい、わかりました。もう一ついいですかね。最初に中学校の給

食をするというときに、小学校みたいに学校で単独調理場にするか、センター

方式にするか、デリバリーにするかという３つの案があるけれども、たちまち

は普及することが第一なので、デリバリー給食を実験的にやってみると。全部

デリバリー給食で普及したら、デリバリーでよいのか、自校方式がいいのか、

センター方式がいいのか、それを改めて検討するという、そういうことでまず

実験的にデリバリーで始められたと思いますが、それはそういう認識でよろし

いでしょうか。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。デリバリー給食を採用した理由として、早

期に市内の全中学校で給食を提供したいという思いの中で施設整備を伴うよ

り、民間の既存の民間の調理場を活用して提供するデリバリー方式が最も早く

実現が可能性があるということの中で採択をされたのは事実でございます。た

だ、その採択をしたときに、これがあくまで試験的なところでということでは

なくて、その中で具体的に尾道はデリバリー方式で中学校給食をやっていくの

だという理念の中で判断をしたことでございますので、これが実験的な取り組

みだというふうな受けとめは私はしておりません。その中で、改善も図ってい

かないといけないと思いますし、現在の課題についてどういった対応ができる

のか、これは対策を考えていかないといけない。 

  それで、民間の調理場を活用して提供するという手法がどうしてもそれでは

満足できないということになるのであれば、それでは共同調理場なり、単独調

理場なりというような手法があるかとは思いますが、少なくとも現在は民間の

調理場を利用する中で給食を提供する、それは一般的にはデリバリー給食とい

うような言われ方をされておりますので、これについては今の段階で見直しを

するという思いもございませんし、委員長さん言われたように、実験的なもの

としてやってきたという受けとめは、私はしておりません。 

○村井委員長 それも私の勘違いだったのかどうかわかりませんけれど、どなた

か御意見があれば。 
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○中田委員 私の受けとめとしては、デリバリー給食で尾道市はやる、その中で

スタートは選択制で始める、その選択制というところで40％という最初の数字

が出てきたというふうに認識していますので、その40％という認識を変えるか

どうかというのは、やはり事前にこの場で協議してから30とかに変えるのな

ら、それに基づいて予算執行に反映させるという手順ではないのかなと認識し

ております。 

○奥田委員 委員の奥田です。今までのデリバリー給食の流れを私は十分理解し

てないところがあるのですけれども、今までの議論を聞きながら、ちょっと私

が思ったことは、基本的にこういう食事については生徒のニーズに応じた形で

適切にできればいいのではないかというのが私は個人的には思うんですけれ

ど、ですから40％、当初の最初のアンケートが50％だったからということで、

制度として40％を目標にするということもわからなくはないのですけれども、

何が何でも40％、50％を目指す必要があるのかというところも逆に少し私は疑

問なところがございまして、生徒のニーズに合って、生徒たちが一人一人が弁

当を持ってくる場合もあるし、デリバリーをする場合もあるし、それで円滑な

学校生活が送られているのであれば、私はそれでも選択の一つではないかなと

いうふうに思います。以上です。 

○宮本教育総務部長 委員長、教育総務部長。奥田委員さん、新任になられて、

改めて御説明をさせていただきます。先ほど庶務課長も申し上げましたよう

に、デリバリー給食につきましては、民間の調理場を使って調理をするのをデ

リバリー方式と我々受けとめていますけれども、それと市のほうで調理場整備

をしてそこで調理をする、これが学校それぞれにあります単独調理場、それか

ら共同調理場、親子方式とかもありますけども、どちらでやっていくかという

ときに、尾道市教委としてはデリバリー方式で導入していくほうが速やかな導

入ができるという御判断をいただいたというのがまず一つ前提にあると思いま

す。その中で、今度は提供の方式でございます。今、ランチボックスというこ

とで、いわゆる弁当箱のようなものにおかずを詰めて、それから御飯も詰めた

もので提供しておりますが、学校で配膳、ついで各生徒さんに配るのがどうか

という部分で言うと、ランチボックスにあらかじめ詰めたもので各学校へ配送

する方式を選んだということでございます。これは、一つは選択制をとったと

いうこともございますし、学校で子供たちに配膳をする、そうすると給食の配

膳作業の時間を設ける必要もあるというようなこともありまして、学校がこれ

までお弁当で昼を過ごしていましたので、そこの部分の学校全体での学校活動

時間の組みかえも必要になるとか、もちろん教職員がそれに携わるという部分
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もありますけれども、そういった学校側への負担等の考慮もあって、ランチボ

ックス方式を採用されたということと理解しております。 

  もう一点は、選択制の問題です。こちらについては、それぞれ家庭弁当の良

さがあるというような保護者の方の意見もございましたし、引き続きお弁当を

持参させたいという声とか、中学生になれば食育である程度の自分の行動も身

についているというような様々な理由、評価をしながらの選択制の導入であっ

たというふうに思っております。選択制の導入の結果が50％がどうなのかとい

うところに繋がってしまったというふうにも思っておりますし、引き続き選択

制を継続するのかどうかという部分は議論もいただかなければいけませんし、

検討もしていかなければならないと思っております。 

  それともう一つのランチボックス形式、こちらについても、食缶で配送して

いくことが学校にとっても、生徒にとってもよければというような視点から御

検討もいただいて、食缶での配送というようなことも改善の余地としては残っ

ているだろうと今のところでは思っておりますけれども、今までの検討の結果

で現在の方式を採用したというのは、それぞれ選択の部分があった中で今の方

式に方針を決めていったというふうに理解をしております。 

○村井委員長 今いろいろな御説明を伺いまして、実際は難しいけれども、将来

のことを踏まえて40％の計画を立てておかないと、いろいろな面で難しいから

40％の目標を立てて、それに近づくように努力をするということですね。わか

りました。お時間とりました。 

  平成29年度教育委員会当初予算要求書についての報告を終わります。 

  次に、日程第４、協議に入ります。協議、尾道教育総合推進計画の策定につ

いてをお願いいたします。 

○信藤庶務課長 委員長、庶務課長。それでは、協議、尾道教育総合推進計画に

ついて御説明をさせていただきます。来年度から施行する新たな尾道教育総合

推進計画につきましては、先月24日に開催をしました教育委員会議において、

計画案を策定し、先月27日からパブリックコメントの募集を開始しておりま

す。また、今月６日に開催した総合教育会議において、尾道市教育大綱（案）

について御協議いただき、今月15日には尾道市教育大綱（案）と尾道教育総合

推進計画（案）について、市議会議員さんを対象とする説明会を開催させてい

ただき、それぞれ御意見をいただいております。お手元に別冊の資料でＡ４ホ

ッチキスどめの３枚物の資料を用意させていただいておりますが、今月６日の

総合教育会議での協議、今月15日開催の市議会議員さんへの説明会でいただき

ました御意見を集約させていただいているものでございます。 
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  まず、この３枚物の資料の１ページ、２ページ目は第２回総合教育会議での

意見の概要でございます。これにつきましては、教育委員さんの皆様にも御出

席をいただき、御議論いただいたものでございますので、資料の詳細な説明に

ついては割愛させていただきますが、計画案の修正の検討を要するものとし

て、まずこの資料の１ページの２番、教育環境づくりでも家庭学習支援や放課

後学習支援など学力向上につながることについてわかりやすく記載すべきでは

ないかというご意見でございます。 

  続きまして、２ページ目になりますが、６番、スポーツや歴史・文化・芸術

について、充実感を指標と設定できないかという御意見でございます。これ以

外の御意見につきましては、計画案自体の修正ではなくて、今後の具体的な取

り組みの中で反映をさせていただきたいと考えております。 

  次に、３ページでございますけれども、こちらが今月15日に開催をしました

市議会議員さんへの説明会でいただいた意見の概要でございます。この説明会

では、市議会議員の皆様のほか、報道機関にも傍聴いただき、約１時間、教育

大綱案及び計画案を説明し、質疑応答を行いました。ここでいただいた御意見

として、３点ございました。まず、３ページの７番でございますが、杉原議員

さんから、余りにも細かい計画になっている。これでは、学校は子供たちに向

き合えない。Ａ４１枚物でいい。学力、体力、応用力のある子供を育ててほし

い。結果を出してほしい。学力県内ベストスリーを目指すべきというような御

意見をいただきまして、教育総務部長から、激励として受けとめたいというこ

とでお返しをさせていただいております。次に８番目、石森議員さんからの御

意見でございますが、子供の貧困対策に対する記述がないということでござい

ますが、これにつきましては、子供の貧困対策は、市と教育委員会が連携して

市全体として取り組む事業でありますので、教育大綱のほうには掲載をしてお

りますが、計画案については掲載をしておりませんという回答をしておりま

す。続きまして９番目、柿本議員さんからいただいた意見でございますが、Ａ

Ｉの発達など新たな時代背景の進展の中で、この背景の捉え方が不十分で取組

内容がほとんど変わっていないのではないかと、例えば家庭学習や地域教育の

部分でということでございますが、もう少しチャレンジ精神や創造性を生むよ

うな取組を盛り込むべきではなかろうかというような御意見をいただきまし

た。こちらにつきましては、方向性の書きようが足りないか、修正ができるの

か、検討をさせていただきたいというふうにお答えをさせていただいておりま

す。これらのことにつきまして、この後事務局の考えもお示しをさせていただ

きながら、委員の皆様に御意見を伺いたいと考えております。 
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  次に、パブリックコメントの募集の状況についてでございますが、先月の

27日から今月の27日までの１カ月間を募集期間としております。今月27日まで

ということですので、残り５日ほど期間が残っておりますけれども、現状で申

しますと、電話での問い合わせ等は何件かございましたけれども、意見として

提出されたものがないという状況になっております。パブリックコメントの募

集によっていただいた意見については、教育委員会としての考え方を回答する

義務がございまして、３月中旬にホームページ等により回答を公表するという

ことで、あわせて計画の最終案に反映させていきたいと考えております。これ

らの手続を経まして、３月開催の教育委員会議で議決をお願いしたいと考えて

おります。経過については以上でございます。この後、事務局の考えも示しな

がら、皆さんの御意見を伺えればと思っております。よろしくお願いします。 

○村井委員長 ありがとうございました。御質問、御意見ございましたお願いし

ます。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。まず、２番目の中田委員さんから

の御指摘でございますが、実際実務として行っていますのが主にしつけとか啓

発とか放課後子ども教室においての宿題を見たりするようなことなのですが、

もっとわかりやすく記載すべきではないかということで、成果指標としまし

て、学校・家庭・地域が共同して子供たちの教育環境を整えていると感じる市

民の割合、これが尾道市総合計画の中で行っているアンケートの中の数字にな

りますけれども、そういったことを指標にして、平成28年度が53.2％、目標数

値が60％ということで、この成果指標につきましては、事務点検評価では毎年

出せない数字ではございますが、市の総合計画ではまた５年後にもアンケート

を同様に実施されますので、これを成果指標に上げることがいいのではないか

と考えております。 

  それから、尾道教育総合推進計画の30ページの一番下の項目になりますけれ

ども、基本的生活習慣づくりの支援というのが、これ幼児期に限っての取組に

なっていますので、児童以上を含めてこの後に新たに基本的生活習慣が定着す

るような啓発を幼児期以外にもするような文言を取り入れていきたいと考えて

おります。 

  それから、６番目、中田委員から、政策の柱４にあるスポーツと政策の柱５

にある歴史・文化・芸術に単純に参加する市民の数を指標とするのにはちょっ

と無理があるように感じる。充実感を指標とすべきではというところには、こ

れは直接生涯学習課で出している数字ではございませんが、成果指標としまし

て、第２次健康おのみち中間評価時のアンケート調査結果が定期的に週１回以
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上運動、スポーツをしている市民の割合というのがありまして、現状時が男性

44.6、女性が42.3％で、33年度の目標値が男女とも50％ということで、この数

値を尾道総合推進計画の44ページの真ん中あたりのスポーツ利用者数の下にこ

ういった成果指標を入れたらいいと考えます。 

  あと９番目、柿本議員さんからの現在の状況の変化と背景の捉え方が不十分

で、毎年年々変わってきているのに取組内容は前の事業と変わってないという

ことについては、ちょっと分析等をまだし切れておりませんので、これについ

ては今後検討するということでやらさせていただきたいと考えております。 

○中司委員 では、質問よろしいですか。最初の中田委員さんの件に関しての回

答は中田委員さん、それでよいというふうに思われるのでしょうか。 

○中田委員 最初の資料集の30ページのところに、幼児期だけではなく、何か学

力向上に結びつくような施策の記述なり、指標なり、それはお任せするのです

けれども、それが最後のところに入ればいいかなというイメージで申しました

ので、引き続きもう少し時間があると思いますので、検討をしていただけます

でしょうか。この地域が共同して、子供たちの教育環境を整えていると感じる

市民の割合、これをどこかに入れていただくのも結構だとは思うのですけれど

も、それはそれとして、これをこの30ページに入れるという返答でよろしいの

ですか。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。成果指標につきましては、31ペー

ジの右側の欄のほうに入れていきたいと考えております。 

  それから、今基本的に生活習慣づくりの支援の次に学力向上につながるよう

な家庭学習や放課後の事業も含めまして、啓発、支援につながるような文言を

入れていきたいと考えております。 

○中田委員 柿本議員さんの御意見とちょっと通じるところもあるかと思うので

すけれども、や家庭環境も含め、すごく変わっているし、これから数年間もま

た変わることを見据えたような何か施策的な文言が入ればいいかなと思いまし

た、その家庭教育の中として。柿本議員さんも、そういう背景を踏まえてとい

う御提案ではないかなと思うのですけれども。 

○中司委員 ですので、今中田さんがおっしゃった御質問とお答えとの間に少し

乖離があるかと思われますので、どうぞ御検討をお願いいたします。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。もう少し検討させていただきま

す。 

○中田委員 よろしくお願いします。 

○奥田委員 委員の奥田です。先ほどの子ども教室の詳しい資料を出していただ
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きまして、これを見ますと、各学校でどんなことを放課後やっておられるのか

というのはよくわかりました。その中で、指標ですけれども、この子ども教室

が充実しているのかどうなのかというところを見るときに、一般の市民の方の

意見を聞いてということになっているのですけれども、それよりはこれを受け

てる子供たち、あるいは保護者がそれぞれの放課後の子ども教室のあり方につ

いて、こういうところはすごく良くて、こういうところを改善してほしいと

か、そういう直接意見を聞きながら、またより良くしていくという取組も必要

なのではないかと思いました。従来こういうことをボランティアの方とか、い

ろんな登録者の指導者の方でやっていただいている、それがずっと当たり前の

ように同じようになっているところもあると思います。 

これを主催する生涯学習課さんが、中身をよりこうすれば、あるいは生徒の

ニーズに応じてこういうふうにという助言等もできるわけですね。そういう形

で、今までやっているものをそのまま毎年同じように踏襲型で多分しておられ

ると思うのですけれども、そこを生の意見というか、声を聞きながら、改良で

きるところは改良していけばよろしいのではないかなと思います。以上です。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。子ども教室につきましては、その

学校ごとで内容が随分というか、回数も違いますし、ニーズも違いますし、活

動内容も違いますし、各実行委員会、年に何回か開かれますけれど、そういっ

たところでいろいろ反省点とか、改善すべきということは毎年行って次年度に

つなげていっているということはやっております。それを取りまとめてという

のは、ちょっと今のところ持っていません。 

○佐藤教育長 委員長、教育長。概括的には、課長が申し上げたとおりだと思い

ますが、今生涯学習課に地域連携コーディネーター、放課後子ども教室とか地

域本部事業、こういった事業を実際に各教室でやる上で、企画立案も含めた

り、教育のボランティアの方との連携協力をするという意味で、市教委にコー

ディネーターも配しています。ですから、今奥田委員から言われたことも一義

的にはコーディネーターを介して生涯学習のほうにも伝わってきている、また

協議会でもそういう話もしていると。実際に、その部分が本当に実際に参加し

ている子供たちのニーズに沿っているかどうか、保護者のニーズに沿っている

かどうかというところまでは我々も今承知ができていないところである。今委

員さんおっしゃられた部分について、先ほどのコーディネーターを活用しなが

ら、意見を集約していくことというのはこれからというのですか、特にやって

いきたいなというふうに思います。 

○村井委員長 この放課後子ども教室について、当初は何校が始めて、後、久
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保、木ノ庄、山波、因島南が後順を追って開かれているわけですが、これは地

域とか子供や保護者の要望があって開かれたのでしょうか。教育委員会のほう

から、今度はここを開こうということでやられたのでしょうか。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。これも地元の協力がないとできな

い事業でありまして、実行委員会につきましては、校長先生、ＰＴＡ会長、社

協の役員の方、児童民生委員の方、それから主に先生と先生をしていただける

ような指導員の方というのがいないと、地元で協力していただけないと立ち上

げもできないし、進めていけないということで、どうしても実行委員会もそう

ですけれど、運営については指導員の方ということで、ボランティアの方、地

元の学習支援であったり、見守りというか、児童10人に対して見守る方が１名

ぐらいは必要となっております。この表にもありますように人員体制というと

ころがあるのですけれど、これが１回についての学習指導の方と見守りの方と

合わせて、こういった人数体制が１回ごとに必要ということになりますので、

そういった体制ができないと始められないということです。以上です。 

○村井委員長 なかなか皆さんの気持ちで、ボランティアでやられているような

ので、お世話をする人がまとまらないとできないというふうには聞いていま

す。よそもしているなら、わたしのところもやってくれという話があったら、

生涯学習課としては広げていきたいということですか。ならば、この放課後子

ども教室の推進というところに、今12校がやっているけれども、ニーズがあれ

ば広げていきたいというふうに入れていただければ、ないところの人が安心す

るのではないかと、大変でしょうけれど、思います。 

○中司委員 お願いします。総論でちょっと申し上げたいのですが、議員の方た

ちにいろいろな御指摘をいただいていますよね、杉原議員、石森議員、柿本議

員、これは教育委員会の外にいる方たちの目であります。私たちは中にいる

と、非常に第三者的視点を持ちにくい。奥田委員さんはお入りになったばかり

ですから、もうそれを持っておられると思うのですけれども、こういう方たち

の御意見はやはりしっかりと受けとめるべきではないか、そういうふうに思い

ます。時代が変わっているということは十分認識しているのですが、そのこと

で私たちがつくっている教育総合推進計画、このことが反映されているかとい

えば、やはり反映されていないだろうと。反映されている部分もありますが、

反映されていない部分も多いかなという感じもいたします。例えば、学力の

面、結果を出してほしい、学力県内ベストスリーを目指すべき、これは杉原課

長さんのほうでしっかりと改案を出していただいた、ここのところは合格点を

いただけると思うのですが、子供の貧困対策に関する記述がないとか、ＡＩの
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ことを非常に全く触れてない、こういうことはいかがなものであろうかという

御意見、これは真摯に受けとめて、記載、盛り込むべきではないでしょうか。

どうしても、どこからつつかれても文句のないようにとか、いろいろなことを

書類としての整合性を考えてしまいがちなところがあるのですけれども、やは

り子供たちのためにどうすればいいのかという視点がまずは一番にあって、２

番目、３番目にそのことが来るのだろうと思いますので、このあたりの石森議

員、柿本議員の御意見を盛り込む、これは積極的に考えなければならないだろ

うと思います。例えば、柿本議員のＡＩ、人工知能についての御意見ですが、

このことについて教育委員会内部の知識ですよね。これについて研究している

人がいるか、具体的に子供の教育についてどう取り入れたらいいか考えている

人がいるか、今の時点ではいかがなものでしょうか。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。人工知能にかかわっての研究とい

うのを十分にしていることはございません。ただ、情報機器の発達ということ

で、例えばスマートフォンとかインターネット等の急速な発展と、あるいはそ

ういったものを活用するという部分と、もう一つ、そういうものの活用の中

で、やはり子供たちの言語力とかコミュニケーション力が低下しているという

ことについては、常に我々は情報をキャッチしているところです。そういう時

代だからこそ、むしろ家庭での対話を大切にしたり、本を読んでいくというよ

うな、そういういわゆるアナログの部分での大切さということも十分に考えて

いかないといけないということも思っています。 

  柿本議員のほうは、恐らくチャレンジ精神、創造性ということで、そういっ

たことも踏まえつつ、情報、例えばタブレットの導入とか、そういったことも

おっしゃっているのではないかなと思いますので、我々も全く情報が大事だと

思っていますので、ここについては指導課としてはそういった言語活動の充実

とか読書活動の充実を図りつつ、いわゆる足腰のしっかりした学力をつけつつ

も、これからの時代に対応できるものというのをバランスよくやっていくとい

うことを考えていくという状況かなと思います。非常にまとまりのない答弁で

申し訳ございません。 

○中司委員 いえ、アナログ的なことというのは本当に賛成です。情報収集とい

うことでは、人工知能には実は私たちはかなわないですよね。そうなってくる

と、やはり応用力、そしてコミュニケーション力、そして状況把握力、そして

また臨機応変力、そのようなことを身につけさせるということが多分一番重要

になってくると思います。2030年に49％の今ある職業がなくなっているという

ところを踏まえた上で、子供の教育をどう考えていくか、この視点でちょっと
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考える人たちがいてもいいのではないでしょうか。そしてまた、こういうこと

を考える用意があるということは、総合推進計画にもやはり一部触れてよろし

いのではないかというふうに思います。同様に、貧困対策についても、書ける

ところは書くということは必要であると思います。６人に１人は6,000人で

1,000人、そして今小・中学校合わせて、この間もお聞きしたのですが、何人で

したかね、総人数。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。尾道の子供が全部で１万弱という

ことで、16％ですから、1,600人というふうになります。 

○中司委員 ですね。そうすると、やはり書くことは必要になってくのではない

でしょうか。以上です。 

○村井委員長 具体的な方策が決まってなくても、項目を載せて、これについて

何か考えていくということは必要なことだろうと思いますので、よろしく御検

討ください。ほかにございますか。 

○中司委員 あともう一つ補足したいですが。先ほど、委員長さんおっしゃいま

した、民間と役所とでは少し感覚的に開きがあるのではないかというようなこ

とも暗におっしゃっているように私には捉えることができたのですけれども、

やはり肌身に実感として感じていらっしゃることを意識した総合推進計画にな

っているかという自戒を持ちながらこれを仕上げていくことは非常に大事なこ

とだと思われますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○村井委員長 ほかにございますか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○村井委員長 それでは、協議を終了します。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。教育総合推進計画の34ページ、真

ん中あたりに街頭補導１回当たりの補導少年人数というのがあるのですけれ

ど、これ今現状が3.7人となっておりますが、これ数字の単純な誤りがございま

して、0.87の切り上げて0.9人ということで訂正をお願いしたいと思います。 

○中司委員 それについて一言申し上げます。これは、いつからいつまでの調査

で、どういう成り立ちでこの数字が出ているということを言わなければ、しっ

かりしたデータとは言えないので、データを出しているところにつきまして

は、それを明記するよう全体にお願い申し上げます。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。わかりました。 

○中司委員 今回から、データの根拠を明確に。これはいついつ調べ、どういう

調査対象でどうしたか。それがなければ、ちゃんとしたデータということは言

えないと思います。 
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○村井委員長 はい。その辺もよろしくお願いします。 

○奥田委員 生徒のチャレンジ精神とか独創性を育む教育という観点で、１点ち

ょっと提案させていただければと思うのですけれども、本市でもグローバル化

ということを大きな柱にしておりますので、ＡＬＴによる今学校への指導とい

うのは行われていますけれど、ＡＬＴさんを中心に少し生の英語に触れると、

英語のすばらしさに触れるという観点で、例えば子供たち、意欲のある生徒に

夏休みにサマーキャンプのような形で２泊３日もう全部英語漬けのそういう合

宿を組んで刺激を与えながら、また英語を学ぶことのすばらしさを実感するよ

うな、そういう参加型の研修といいますか、そういう募集をかけて、やる気の

ある生徒を育てて、そしてその生徒がまた学校へ帰ってそういういい子供たち

に返すものがあるという、そんな形をどんどん増やしていただければと思いま

す。この14ページにもあるわけですけれども、国際交流、嘉義市との生徒との

交流、本当にこれもすばらしいことだと思います。いろいろな海外の人と実際

に接してみないと、本当の国際交流というのはわからないと思います。それか

ら先ほどちょっと委員長さんにお聞きすると、御調では広島大学に留学してい

る学生さんと子供たちが交流したという話をお聞きしましたが、本当にいろい

ろな枠組みはできると思うのですけれども、実際にどんどん国際化で尾道もた

くさん観光客、外国人の方が来ておられますので、そういうことも含めて生に

そういうふうにコミュニケーションをする場をつくる。また、そういうものを

教育委員会もちょっと設定するという、そういう観点でこのあたりを肉づけし

ていっていただくと、もっともっとすばらしい尾道の子供たちが育つのではな

いかと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○杉原教育指導課長 委員長、教育指導課長。ただいまのことで少し御説明をさ

せてください。昨年度まで、中学生を対象としたインターナショナルスクール

デーというのを設定して実施しておりました。今年度、あえてこの会をしてい

ないのですが、それはその理由として、各学校で今ＡＬＴを集中的に派遣させ

ていただいて、１日英語漬けで、例えば英語で数学を勉強したり、英語でダン

スをやるというような活動も各学校でやっております。なぜそのように移行し

たかというと、一部の生徒、興味のある生徒だけではなくて、興味のない生徒

にもそういったことを体験していただくことで興味を持たせたいということ

で、全校展開で今取組を進めているところです。そういうものを今後は発展さ

せていきたいということが１点でございます。 

  それから、外国の方、観光客との交流については、今観光課の職員がいろい

ろな取組をしている情報がございますので、そことうちの課の担当と今連携を
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して、商店街での取組とかそういった可能性について、現在研究をしていると

ころですので、また具体的なものができたらぜひ進めていきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○奥田委員 ぜひとも、協力して進めていただければと思います。お願いしま

す。 

○村井委員長 よろしくお願いします。ほかに。 

○安保生涯学習課長 委員長、生涯学習課長。34ページになりますけれども、前

回の定例会のときに電子メディア対策の推進につきまして、奥田委員さんから

家族ふれあいデーの実施率について、年に２回のことですし、ちょっと成果指

標としては弱いのではないかという御指摘も受けましたので、このことにつき

まして、成果指標を新たに携帯とかスマートフォンの所持も含めた約束事に関

する成果指標を上げていきたいと考えておりますので、また次回提示したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 どんどんいいものになるようによろしくお願いします。 

 ほかにございますか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○村井委員長 それでは、協議を終了いただきまします。 

  以上で日程第４を終わります。 

  ほかに委員さんから何か御意見ございますか。 

  私のほうから１つ。先ほど私申したのですが、役所が市民から信頼されるよ

うならないといけないというふうに私は思います。このたび、重井幼稚園が入

園者が５人以下だったら、一時休園するという政策に基づいて、重井幼稚園が

申込３人、高見幼稚園が２人で、２つが閉園になりました。私としては、重井

幼稚園が唯一市立幼稚園の中で給食施設がない、それから小学校と幼稚園の間

の行き来が不便だと、そういうのがありまして、教育長に非常に御無理を言っ

て、あそこを整備してほしいと、そういうことが整備されていないから、子供

が行かないようになって幼稚園か閉園になるようなことだけは避けてほしいと

いうことで、大分御無理を言いました。重井の区長会長さんから、余り教育長

さんにそんなことばかり言ったら嫌われると言われたのですけれども、大分言

ったつもりです。私が言うだけでもいけないので、重井の区長会長さん、幼稚

園ＰＴＡ、小学校ＰＴＡに集まってもらって、年末11月か10月かに話をして、

こういう方向でもう教育委員会に頼もうというふうにしましたら、重井の市立

幼稚園は５歳だけですけれども、民間のキリスト教がやっている幼稚園が４歳

と５歳と２年やって、その後市立幼稚園という、そういうシステムになってい
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るのですが、保護者のほうが市立幼稚園はそういうことで子供がいないように

なったら閉園になるというので、当てにならないので、キリスト教の幼稚園が

３歳と４歳と面倒見てもらうけれど、もう一年もやってほしいということで保

護者のほうから要望があってやることになったと。だから、もう市立幼稚園は

閉園になっても構わないのだという話をＰＴＡ会長から聞きました。私は大変

何か情けないというのか、せっかく一生懸命やっていたのに、そういう形で町

民がもう必要としなくなって、市立幼稚園にお願いするよりは民間の幼稚園を

拡充してもらって、そちらのほうでやってほしいという選択をしたというのが

非常に私としては情けなかったです。それは、人数が減ったら市立幼稚園は閉

園になるという方針はやむを得なかったかと思いますけれども、もう少し住民

から信頼され、頼りにされる市行政でないといけないと私は思いました。私も

大分要らないことを言いましたけれど、そういうことでやっていただけたらと

思います。出雲市長になられた岩國哲人さん、もう今、市長を辞めておられま

すが、あの人の話をあの人が市長になったときに聞いたことがありますけど、

市役所というのは市民のお役に立つところだと、市民のお役に立つところの略

が市役所なのだという話をされておりまして、いろいろな話の中でそれだけし

か覚えてないですけれど、そういうつもりで皆さんやっていただけたらと思い

ます。終わります。 

  それでは、今日の会議を散会いたします。 

  次回の定例教育委員会は３月23日木曜日、午後２時30分からの予定としてお

ります。お疲れさまでした。 

 

午後５時20分 閉会 

  

 

 


